
                                 

 

水環境保全活動普及促進事業          ５百万円（１０百万円） 

 

水・大気環境局水環境課 

 

１． 事業の必要性・概要 

 

 水環境に関する取組を進め、また将来の取組を担う人材を育成するために

は、水環境とのふれあいや地域の水環境再生の取組を通じて、水の重要性や

地域の水環境への理解を深めることにより、保全活動の普及促進を図ること

が必要である。 

 

ホタルや水辺でくらす生きものや水辺の自然とふれ合い、調査・保全に取り 

組み、水や生きものとくらしのつながりを考え、活動し、守っていく「こども 

ホタレンジャー」活動の報告を募集し、地域に根ざした活動やユニークな活動 

を表彰するとともに、指導者研修を実施し、こどもたちを中心とした環境保全 

活動と環境教育を推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 

実施項目 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

こどもホタレンジャー事業    

 

３．施策の効果 

 水環境への関心を喚起し、日常生活での水質汚濁防止など水環境保全活動を推

進するとともに、保全活動を通じた豊かな水環境の形成を図る。 

 


